
 

令和７年度九年庵春の一般公開企画運営等業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

  令和７年度九年庵春の一般公開企画運営等業務 

 

２ 目的 

「九年庵」は、佐賀の大実業家・伊丹家によって明治時代に築かれた別邸・庭園で、モミジと

苔庭、数寄屋造の建物が周囲の自然と調和した価値ある庭園として国の名勝に指定されており、

その価値を多くの県民に触れ親しんでもらうため、これまで春の新緑、秋の紅葉の時期に期間限

定で一般公開を実施している。しかし、来園者が年々減少し、コロナ以降は団体旅行者の減少な

どにより、九年庵の本質的価値を十分に訴求できていない状況にある。 

本事業は、単に一般公開をするのではなく、新しい価値（文化体験イベント）を加え、九年庵

の持つ歴史や文化、文化財としての本質的な価値に光をあてながら磨き上げていくことで、九年

庵の一般公開に来場した方（以下「来場者」という。）がその価値をより深く体感できる機会を創

出し、九年庵の価値の向上及び交流人口の増加を図ることを目的とする。 

 

３ 業務概要 

（１）業務項目 

・計画業務 

・事前調整業務 

・運営業務 

・その他必要な業務 

（２）履行場所 

九年庵（佐賀県神埼市神埼町的字仁比山） 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和７（2025）年５月 30日（金曜日）まで 

※九年庵春の一般公開期間： 

令和７（2025）年５月３日（土・祝）～５日（月・祝）【不特定多数・予約不要】 

午前８時 30分（開門）から午後４時 30分（最終受付）まで 

 

４ 業務内容 

（１） 計画業務 

本事業の実施にあたり、目的を達成できるような効果的な計画を作成する。 

① 業務実施体制計画の作成 

・業務全般に必要かつ適切な人員配置を行う。 

 

② 業務実施スケジュールの作成 

・一般公開当日までの業務実施スケジュールを作成し、定期的に（週１回以上を目安とす

る）打ち合わせを設定するなどして、進捗を報告する。 

・担当者２名以上を配置し、打ち合わせは２名以上の体制で参加する。 



③ 文化体験イベントの企画、会場使用計画及び会場等装飾計画の作成 

・公開期間中に九年庵敷地内（別添「九年庵立入可能エリア」参照）で開催する文化体験

イベントの企画を行う。来場者を対象に、九年庵の価値をより深く体感できる機会とし、

公開時間中（午前８時 30分（開門）から午後４時 30分（最終受付）まで）に、九年庵

内で複数回行う企画とする。 

  例）10時、13時、15時に琴など九年庵の新緑の雰囲気に合う音楽演奏を行うなど 

・来場者の動線計画、必要物品の配置計画、文化体験イベントの演出の計画（必要な物品、

機材等の調達を含む）などを含む会場の使用計画を作成する。なお、５月１日（木）、

２日（金）を貸切枠として九年庵を使用するため、支障がないよう調整すること。 

・会場等装飾計画（文化体験イベント開催場所、園内外誘導サイン、スタッフ雨除け用テ

ント、九年庵室内養生）を作成する。 

・文化体験イベントに出演者がいる場合は、来場者の動線と重複しないようゾーニングに

配慮する。 

 

④ 当日の案内スタッフ・警備スタッフの配置計画の作成 

・来場者の誘導・運営がスムーズに行えるよう、九年庵の敷地内外における案内スタッフ、

敷地外（県有地駐車場、参道入口）における警備スタッフの配置計画を作成する。 

 

⑤ 駐車場計画の作成 

・誘導看板等の計画を含む駐車場計画を作成する。 

 

⑥ 予算計画の作成 

 

（２） 事前調整業務 

本事業の円滑な開催に向けて必要に応じ、関係団体、関係者との事前調整を行う。 

① 佐賀県との事前調整・協議 

② 文化体験イベントの出演者との事前調整 

③ 会場外駐車場の確保 

④ その他関係各団体との事前調整 

 

（３） 運営業務 

一般公開（５月３日～５月５日） 

・４月 30日までの設営（来場者誘導看板の制作・設置を含む） 

・当日の運営 

・５月６日の撤去 

※公開時間中（午前８時 30 分（開門）から午後４時 30 分（最終受付）まで）に文化体

験イベントを実施 

 

 

 



（４） その他必要な業務 

① 来場者アンケートの実施 

※県が作成したアンケート（Web・紙媒体）を実施する（集計は県が実施）。 

② その他、本仕様書にない事項については、その都度佐賀県と協議を行い、決定する。 

 

５ 業務遂行上の留意事項 

（１）委託業務の内容については、最終的に、佐賀県と受託者が協議し決定する。 

（２）本事業の実施に係る神埼市及び地元関係者との協議は佐賀県が行うこととし、受

託者には必要に応じて協議の場に同席を求めることとする。その他関係機関との調

整・近隣対策等が必要な場合（申請・届出等含む）は、受託者が行うこととする。 

（３）本事業の情報発信業務は佐賀県及び神埼市・神埼市観光協会が行うこととする。 

（４）一般公開における来場者の入場受付業務、仮設トイレの調達・設営及びもみじの湯スタ

ッフ控室の確保は神埼市・神埼市観光協会が行うこととする。 

（５）九年庵敷地内の立入可能エリア（別添「九年庵立入可能エリア」参照）以外には

来場者、スタッフ等が立ち入ることのないよう留意すること。  

（６）文化財価値や景観を損ねることのないよう、企画運営、設営、装飾等にあたって

は佐賀県と十分に協議を行うこと。  

（７）会場の設営（運搬、組立、解体を含む。）及び設備・資機材は、特に指示のない限

り受託者が調達するものとし、その費用はすべて契約金額に含めるものとする。  

  また、撤去並びに出演者の輸送手配及び謝金支払いについても同様とする。  

（８）会場等装飾（文化体験イベント等に要するもの、スタッフ用テント、九年庵室内

養生等）の設置に必要な申請は、受託者が行うこととする。  

（９）九年庵敷地内には電源、ガス、水道が備わっていないため、企画運営にあたって

は十分に考慮すること。 

（10）業務実施に係る水光熱費や清掃費、ごみ処理費等は受託者が負担すること。  

（11）受託者はイベント保険に加入し、加入後は保険書類の写しをイベント前日までに

佐賀県に提出すること。（施設賠償責任保険は佐賀県が加入しているため不要）  

（12）真にやむを得ない理由がある場合は、イベント等の開催の時期及び場所等につい

て変更する場合がある。その際は佐賀県と受託者との協議によって決定する。  

（13）受託者による会場の汚損及び損負傷または第三者への損害は、受託者が弁償また  

  は賠償する。 

（14）業務の遂行に当たり、第三者（佐賀県及び受託者以外の者）が所有する素材を用

いる場合には、著作権処理等を行うものとする。 

（15）受託者が制作したデータや写真、イラスト、動画、文章等の著作権（著作権法第

21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。）は、佐賀県に帰属するものとする。  

   ただし、受託者が単に使用する場合には、佐賀県と協議するものとする。  

（16）個人情報保護及び情報セキュリティに関し最新の注意が必要とされるため、受託

事業者へ以下の事項を義務付ける。  

  ア 業務上知り得た個人情報の秘密保持を確保し、第三者への情報提供を禁止す  

る。 



  イ 受託業務目的以外の利用の禁止  

  ウ 受託業務目的以外の個人情報データの複写又は複製の禁止 

  エ 業務従事者による個人情報保護の誓約  

  オ 事故発生時の報告義務と報告手順の明確化  

（17）委託業務完了後、すみやかに完了報告書等の関係書類、請求書を提出すること。  

（18）業務の全部もしくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないこ 

ととする。また、主たる部分以外の業務などの一部を第三者に委任し、又は請け負わせる  

場合は、あらかじめ県の承諾を得ることとし、この場合においては、佐賀県内に本店を有 

する事業者への発注を考慮することとする。 


